
令 和 8 年 3 月 1 3 日

お得意様各位
株式会社 タテムラ
システムサービス課
福 生 市 牛 浜 1 0 4

System-Ｖ 相続税申告書・相続税電子申告（修正申告対応版）のネット更新について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお取引を賜り誠にあり
がとうございます。

令和７年分相続税申告書プログラムにおきまして、修正申告に対応し、プログラムを更新しま
したのでお知らせします。また、オプションプログラムの相続税電子申告システムも修正申告に
対応しましたので、あわせてお知らせいたします。

ネット更新は、令和8年3月17日(火) 10:00より可能です

相続税電子申告システムをお持ちのお客様におかれましては、電子申告環境設定の更新作業も
行ってください。今回の更新以後、[890]相続税・送信データ作成内に確定申告用と修正申告用の
２つの変換メニューを表示します。

詳しくは、同封の資料を参照の上、更新作業を行っていただきますようお願い申し上げます。

今後とも倍旧のお引き立てのほど、宜しくお願い申し上げます。
敬具

送付資料目次
※改正保守のご加入(未納含む)及びご注文にもとづき、以下の内容を同封しております。

送付ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

プログラムの送付はございません。ネット更新をお願いいたします。

取扱説明書

https://www.ss.tatemura.com/ より確認できます。

案内資料

・ System-V ネット更新作業手順及びバージョンNO.一覧表 ・・・・・１～２
・ 電子申告 環境設定インストール方法 ・・・・・・・・・・・・・３～５
・ 相続税申告書プログラム 更新内容 ・・・・・・・・・・・・・・・６～７
・ 相続税電子申告システム 更新内容 ・・・・・・・・・・・・・・・８

送付内容のお問い合わせ先

送付内容に関するお問い合わせにつきましては、サービス課までご連絡くださいますよう
お願いします。 尚、保守にご加入のお客様はフリーダイヤルをご利用ください。

ＴＥＬ ０４２－５５３－５３１１(AM10:00～12:00 PM1:00～3:30)
ＦＡＸ ０４２－５５３－９９０１

以上
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System-V ネット更新作業手順 26.03

プログラム等のネット更新をご希望のお客様には、弊社システムに更新があった場合マルチ
ウィンドウ端末起動時に以下のメッセージを表示するようになっております。

同時に更新内容につきましては、あら
かじめご登録いただいているメールア
ドレスに更新のお知らせを送信します。

上記メッセージを表示した場合、System-Vの更新(サーバー側)及び電子の環境更新(各端末側)
がございますので、以下の作業手順に従って更新作業を行ってください。

サーバーの更新方法

① 初期メニューより F10 データ変換を選択し

ます。[1000] ＵＰ(更新)を呼び出します。

1000 Ｅｎｔｅｒ を押します。

② 左下図の画面を表示します。

Ｅｎｔｅｒ を押します。

(rootは入力しません)

ｒｏｏｔ は消さないようにしてください。
※パスワードを消した場合エラーを表示します。

③ 左図の画面を表示します。

『４』インターネット自動更新を選択します｡

４ Enter と押します。

④ 左図の画面を表示します。

『インターネットで更新できるか調べてい
ます』のメッセージを表示します。
チェック終了後にインストールが始まり
ますので終了までそのままお待ちください。

転送作業は全システムを見比べ、差分を
インストールしております。
インターネットの環境にもよりますが、
『10～20分』かかります。
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⑤ 転送作業が終了すると、更新したファイル
数を表示します。

Ｆ５ を押して更新画面を終了します。

【ネットワーク端末の場合】 【単体の場合】

⑥ Ｆ５ を

押します。

⑦ Ｆ３ (実行) ⑥ Ｆ５ を押して画面を閉じ、

を押して、 ＶＭシステムを終了し、再度

サーバーを 起動します。
再起動します

転送後のバージョン確認

下記のプログラムは Ｆ９（申告・個人・分析）の２頁目・ Ｆ１０（データ変換）の１頁目
に表示します。

PG番号 プログラム名 HD-VER 備 考

５００ 令和7年1月１日以降版 Ｖ-１.１２ ･修正申告書を作成できるよう機能更新しました。
相続税申告書 ※確定申告データを元に、修正データを作成す

ることができます。

･その他機能変更・追加を行いました。

８８０ 電子申告 Ｖ-６.３７ 相続税電子申告の修正申告に対応しました。

（880内） （オプション） 変換メニューが確定申告と修正申告の２つに分か
８９０ れました。相続税・送信データ作成

※電子申告をご利用のコンピュータにおきましては、電子申告環境設定
インストールも行ってください。（P.3～5）
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《 Windows 11（Microsoft Edge）》

電子申告 環境設定インストール方法 ※電子申告をご利用のｺﾝﾋﾟｭｰﾀでのみ作業を行ってください※ 26.03

・インストールを行う際は、全てのプログラムを終了してください。（マルチウィンドウ端末
も閉じます。）終了せずインストールを行うとプログラムが正常に動作しません。

・下記に沿って各端末機でインストール作業を行ってください。

1. タテムラホームページを開き
｢サービス・サポート｣を
クリックします。

2. ｢ダウンロード｣をクリックします。

3. 左図の画面が開きます。

｢ダウンロードはこちらから｣を
クリックします。

4. 電子申告の環境設定をインストール
します。

左図ダウンロードページの
国税・地方税電子申告環境設定の
『インストール』をクリックします。

5．[インストール]をクリック後、
ダウンロードフォルダへの保存が完了
すると、左図を表示します。

[ファイルを開く]をクリックします。

https://tatemura.co.jp/
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6. 左図の画面を表示します。

7.の画面を表示するまでしばらく
お待ちください。

7． 左図の画面を表示します。

｢次へ｣をクリックします。

8. 左図の画面を表示します。

使用許諾契約書をお読みいただき、
｢同意します｣に●を付け替えた後、
｢次へ｣をクリックします

9. 左図の画面を表示します。

｢インストール｣をクリックします。

※ご利⽤の環境によっては、
インストール クリック後、次の画⾯に
変わるまで数分間無反応状態に⾒えるこ
とがありますが、再クリックはせずに
そのままお待ちください。
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10. 更新作業が始まります。

11.の画面を表示するまでそのまま
お待ちください｡

※下図の画面が出た場合は、［ＯＫ］を
クリックして先に進み、完了したら
パソコンの再起動を行ってください。

11. ｢セットアップの完了｣と表示
したら、 ｢完了｣をクリックします。

以上で更新作業は終了です。

※直近のe-Tax更新は令和8年1月5日です。1月5日以降にe-Tax更新をしていれば
今回e-Taxの更新作業はございません。（1月5日以降に更新をしていない場合
は、e-Taxソフトの更新作業も行ってください。）
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相続税申告書プログラム 更新内容 ～令和７年度以降版～ 26.03

● [500]相続税申告書の更新内容

１．修正申告書を作成できるよう、機能更新を行いました。

相続税申告書の１ユーザコード内に「確定申告データ」と「修正申告データ」ができます。

修正元の相続税申告書データのユーザ
コードを呼び出し、入力メニュー内の

［200:修正申告］で確定データを元に
修正していきます。

※修正申告書の単独作成はできません｡

[200：修正申告]を初めて開いた時は
｢1：修正申告新規作成｣を選択します｡

※再度確定申告データを読込み直す場
合は、「2：確定データ再読込」を選択。

（既データを全削除後、再読込みとな
ります。）

↓
確定データがコピーされ、修正申告用のデータが作成されますので、
[11]～[14]で修正・追加等を行います。
[31～32]・[805～825]も必要に応じて作成してください。

修正申告で確定時とは異なる計算等がある表

・第１表
・第５表
・第８表(農地等納税猶予税額)
・第５表の付表 ※修正申告のみ使用可能な表です。

相続税申告書データを削除する場合の注意

確定申告と修正申告のデータは別々に保存しています。
相続税申告書の修正申告データの削除は、[200]修正申告メニュー内のユーティリティで削除
してください。確定申告データと修正申告データを削除する場合は次の手順で行ってください。

[200]修正申告メニュー内のユーティリティで修正申告データを削除
↓

[200]メニューを閉じる
↓

[500]確定メニューのユーティリティで確定申告データを削除

修正申告書の作成手順等、
詳細につきましては取扱
説明書をご参照ください。
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２．下記の変更・機能追加を行いました。

第１表／第15表

「取得財産がない相続人の印刷をしない」チェックを、第１表と第15表で連動するよう変更
しました。

チェックの付け外しは第15表で行ってください。

連動計算ボタン

14:相続税申告書の表選択画面に［連動計算］ボタンを追加しました。

・連動計算は、上図の表選択画面を終了する時に自動でかかります。
・各表の入力後すぐに連動計算をかけて金額等の確認をしたい時にクリックしてください。

個人・法人番号入力

プログラム終了時まで入力した番号を記憶させていましたが、相続人の増減や並べ替え等を
考慮し、記憶しないように機能変更しました。

個人・法人番号は、印刷するつど
入力してください。

３．相続人の並べ替えの注意点

並べ替えによって自動あん分が変更となり、
並べ替え前後で金額に違いが出ることがあり
ます。

相続人の並べ替えを実行した際は、必ず入力
メニューで第１表等を開いて、変更後の相続
税額等を確認してください。
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相続税電子申告システム 更新内容 【オプションプログラム】 26.03

※相続税電子申告は令和7年10月発売のためご注文が必要です。

● [500]相続税申告書で作成した「令和７年以降の修正申告書データ」も電子申告が
できるよう対応しました。

相続税申告書変換は51
相続税

修正申告書変換は52
を選択してください。

署名・送信一覧の「申告種類」

51で変換した場合は｢確定｣、52で変換した場合は｢修正｣と表示します。
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